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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
平面視して交差する第１、第２の微小反射面がそれぞれ同一平面上に多数立設して配置さ
れ、前記各第１の微小反射面からの第１の反射光を、対応する前記第２の微小反射面で受
けて第２の反射光とする光結像手段と、該光結像手段の一側に距離をおいて設けられたデ
ィスプレイとを有し、前記ディスプレイの画像を前記光結像手段の他側に第１の実像とし
て形成し、該第１の実像に触れた指示手段の画像位置を光学的に検知する非接触入力装置
において、
前記光結像手段の他側に、前記第１の実像が形成される範囲を照らす赤外線の照明器が設
けられ、前記ディスプレイの表面に、表側からの赤外光のみを検知する赤外線センサ素子
が並んで設けられたシート状の光センサが設けられ、前記指示手段からの赤外線の反射光
を前記光結像手段を介して前記ディスプレイ上に第２の実像として形成し、該第２の実像
の位置を前記光センサで検知することを特徴とする非接触入力装置。
【請求項２】
請求項１記載の非接触入力装置において、前記ディスプレイから発する光の一部又は全部
が高周波変調されていることを特徴とする非接触入力装置。
【請求項３】
請求項１又は２記載の非接触入力装置において、前記各赤外線センサ素子は、裏側に非透
光材が設けられていることを特徴とする非接触入力装置。
【請求項４】



(2) JP 5957611 B1 2016.7.27

10

20

30

40

50

平面視して交差する第１、第２の微小反射面がそれぞれ同一平面上に多数立設して配置さ
れ、前記各第１の微小反射面からの第１の反射光を、対応する前記第２の微小反射面で受
けて第２の反射光とする光結像手段と、該光結像手段の一側に距離をおいて設けられたデ
ィスプレイとを用い、前記ディスプレイの画像を前記光結像手段の他側に第１の実像とし
て形成し、該第１の実像に触れた指示手段の画像位置を光学的に検知する非接触入力方法
において、
前記光結像手段の他側に、前記第１の実像が形成される範囲を照らす赤外線の照明器を設
け、前記ディスプレイの表面に、表側からの赤外光を検知する赤外線センサ素子が並んで
設けられたシート状の光センサを設け、赤外光が照射され、前記第１の実像に触れた前記
指示手段の画像を、前記光結像手段を介して前記ディスプレイの表面に第２の実像として
形成し、赤外光を検知する前記光センサで前記第２の実像の位置を検知することを特徴と
する非接触入力方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、空中に実像を形成し、この実像（例えば、タッチパネル像）を見ながら指示手
段（例えば、指）の操作によって信号入力ができる非接触入力装置及び方法（即ち、再生
画像の指示位置を非接触で検知する装置及び方法）に関する。
【背景技術】
【０００２】
ディスプレイ（表示器）に画像を表示し、画像の特定の場所を指で押すと感圧センサなど
で押圧部分のＸＹ座標が検知され、この入力信号によって次の動作を行うことは従来から
知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
また、特許文献２に記載されているように、ディスプレイの直上に発光素子と受光素子を
ＸＹ軸に沿って多数平行に並べてマトリックスを形成し、指やペン等の障害物でディスプ
レイの表面をタッチした場合は、その障害物がマトリックスを横切ることで、ディスプレ
イに当接した位置を検知することも提案されている。
【０００４】
一方、特許文献３には、透明平板の内部に多数の第１、第２の平面光反射部を平行かつ一
定間隔でそれぞれ並べた第１、第２の光制御パネルを、第１、第２の平面光反射部が平面
視して直交状態となるように当接又は近接配置した光結像手段を用い、ディスプレイの画
像とディスプレイ表面に赤外線を乱反射させた画像とを同時に再生画像として空中に表示
し、再生画像にタッチした指示手段の位置を二次元赤外線カメラによって検知して、再生
画像の指示位置を検知する方法及び装置が提案されている。
【０００５】
また、特許文献４に記載されているように、液晶パネルを構成するトランジスタ形状面に
光センサを内蔵させ、液晶表面での指によるマルチタッチやタッチペンの動きの形状を認
識する装置も提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－３９７４５号公報
【特許文献２】特開２０００－５６９２８号公報
【特許文献３】特許第５５０９３９１号公報
【特許文献４】特開２０１１－２９９１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
しかしながら、特許文献１、２記載のタッチパネルにおいては、平面状のディスプレイが
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存在し、ディスプレイに特定の平面画像が表示され、そのディスプレイ上の特定の位置を
押圧して入力位置が検知できる構造となっていた。従って、指やペン等で画像を押した場
合、必ずディスプレイ面又はタッチパネル面に接触又は衝突し、ディスプレイ等が汚れる
又はディスプレイに疵を付けることがあった。
【０００８】
特許文献３には、ディスプレイの他に赤外線の発生手段（赤外線ライト）、赤外線の乱反
射面、及び赤外線カメラも必要となって装置構成がより複雑になる。また、赤外線発生手
段、赤外線カメラはディスプレイ及び光結像手段とは別位置に配置されているので、設置
空間を必要とするという問題があった。そして、ディスプレイの正面側に赤外線の乱反射
面を置くので、ディプレイの光の一部が吸収されるという問題があった。更に、特許文献
３においては、光結像手段を用いているのでレンズのように結像のための焦点距離は有さ
ないが、特に、赤外線カメラを使用する場合、設置位置を選定し、更に映像に対する焦点
（ピント）調整を行う必要がある。
特許文献４には、バックライト付きの液晶パネルと、液晶パネルにタッチしたことを反射
光によって検知する光センサを備えた光学式タッチパネルが提案されているが、タッチパ
ネルは空中結像式ではない。
【０００９】
更に、ＡＴＭなどでもディスプレイを用いたタッチパネルは使用されているが、不特定多
数の人が画面に触れるので衛生的ではなく、接触感染防止には有効ではなかった。
また、ディスプレイに向けて光が照射されると、その反射光がディスプレイから放射され
、ディスプレイが見にくい場合があった。
【００１０】
本発明はかかる事情に鑑みてなされたもので、結像させる画像を他の光源からの反射光で
ない空間画像とし、この空間画像の特定位置を指、指示棒、タッチペン等の指示手段で指
してその位置を検知し、ディスプレイに物理的に接触しなくても信号入力ができる非接触
入力装置及び方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
前記目的に沿う本発明に係る非接触入力装置は、平面視して交差する第１、第２の微小反
射面がそれぞれ同一平面上に多数立設して配置され、前記各第１の微小反射面からの第１
の反射光を、対応する前記第２の微小反射面で受けて第２の反射光とする光結像手段と、
該光結像手段の一側に距離をおいて設けられたディスプレイとを有し、前記ディスプレイ
の画像を前記光結像手段の他側に第１の実像として形成し、該第１の実像に触れた指示手
段の画像位置を光学的に検知する非接触入力装置において、
前記光結像手段の他側に、前記第１の実像が形成される範囲を照らす赤外線の照明器が設
けられ、前記ディスプレイの表面に、表側からの赤外光のみを検知する赤外線センサ素子
が並んで設けられたシート状の光センサが設けられ、前記指示手段からの赤外線（赤外光
と称することもある）の反射光を前記光結像手段を介して前記ディスプレイ上に第２の実
像として形成し、該第２の実像の位置を前記光センサで検知する。
【００１２】
本発明に係る非接触入力装置において、前記ディスプレイから発する光の一部又は全部は
高周波変調(例えば、数ｋＨｚ～２００ＭＨｚ）されているのが好ましい。
また、前記ディスプレイから発する光は赤外線を含み、前記各センサ素子は赤外線センサ
素子であるのが好ましい。
【００１３】
そして、本発明に係る非接触入力装置において、前記各センサ素子は、裏側に非透光材が
設けられているのが好ましい。前記センサ素子が可視光の光センサ素子である場合は、可
視光を遮断する非透光材を、前記センサ素子が赤外線センサ素子である場合は、赤外線を
遮断する非透光材を使用する。
【００１４】
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また、前記目的に沿う本発明に係る非接触入力方法は、平面視して交差する第１、第２の
微小反射面がそれぞれ同一平面上に多数立設して配置され、前記各第１の微小反射面から
の第１の反射光を、対応する前記第２の微小反射面で受けて第２の反射光とする光結像手
段と、該光結像手段の一側に距離をおいて設けられたディスプレイとを用い、前記ディス
プレイの画像を前記光結像手段の他側に第１の実像として形成し、該第１の実像に触れた
指示手段の画像位置を光学的に検知する非接触入力方法において、
前記光結像手段の他側に、前記第１の実像が形成される範囲を照らす赤外線の照明器を設
け、前記ディスプレイの表面に、表側からの赤外光を検知する赤外線センサ素子が並んで
設けられたシート状の光センサを設け、赤外光が照射され、前記第１の実像に触れた前記
指示手段の画像を、前記光結像手段を介して前記ディスプレイの表面に第２の実像として
形成し、赤外光を検知する前記光センサで前記第２の実像の位置を検知する。
【００１５】
そして、本発明に係る非接触入力方法において、前記ディスプレイから発する光は赤外線
を含み、前記各センサ素子は赤外線センサ素子であるのが好ましい。
【発明の効果】
【００１６】
本発明に係る非接触入力装置及び非接触入力方法は、ディスプレイの表面に、表側からの
赤外光のみを検知するセンサ素子が並んで設けられた光センサを有し、指示手段からの反
射光を光結像手段を介してディスプレイ上に第２の実像として形成し、第２の実像の位置
を光センサで検知するので、特別な赤外線発生手段や赤外線カメラ等を備えることなく、
比較的簡単に、指示手段の位置を検出できる。
また、光結像手段はレンズ（カメラ）と異なり、特別な焦点距離を有さないので、ディス
プレイの位置が変わっても、指示手段の画像は元のディスプレイ上に結像し、より正確な
指示手段（例えば、指、ペン先等）の位置の検出ができる。
【００１７】
特に、本発明に係る非接触入力装置及び非接触入力方法において、ディスプレイから発す
る光が赤外線を含み、光センサのセンサ素子が赤外線センサ素子である場合は、目視でき
ない赤外線によって、指示手段の位置を検知できる。
また、本発明に係る非接触入力装置において、光センサがシート状に形成される場合、光
センサを有するディスプレイの製造が容易となり、通常のディスプレイの採用も可能とな
る。更に、光として可視光を使用する場合は、従来の「光センサ液晶パッド」をそのまま
ディスプレイに利用できる。この場合は、センサ素子は裏側に非透光材を配置して、表側
からの光のみを検知するようにするのがよい。なお、光センサをシート状としてディスプ
レイ上に載せる場合は、ディスプレイとは別構造のものであってもよい。
シート状の光センサで受光した第２の実像は、各センサ素子の受光データから重心位置を
探す等の演算処理を行って指示手段（例えば、指先）の位置を求める。
【００１８】
ここで、ディスプレイの画像をキーボート等にする場合は、特別な光線画像（例えば、ス
ポットライト）を個々のキーボードの中心に設けるのが好ましい。これによって、光セン
サの位置も光線画像に合わせて、検知精度を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施例に係る非接触入力装置の説明図である。
【図２】同非接触入力装置に使用する光結像手段の説明図である。
【図３】（Ａ）、（Ｂ）はそれぞれ同非接触入力装置に使用するディスプレイの説明図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
続いて、添付した図面を参照しながら、本発明を具体化した実施例について説明する。
図１に示すように、本発明の一実施例に係る非接触入力装置１０は、平面状のディスプレ
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イ１１と、このディスプレイ１１と例えば３０～６０度の角度αを有して離れて形成され
、ディスプレイ１１に表示される画像１１ａ（図２参照）を入光して対称位置にディスプ
レイ１１の画像１１ａを第１の実像１２として結像する光結像手段１３を備えている。な
お、ここで、ディスプレイとしては通常の液晶ディスプレイのように平面板状のものの他
に、内部に光源を有する立体状のもの、キーボードのように片側にのみ凹凸を有するもの
を使用することもできるし、場合によっては、内部に光源（バックライト）を有する看板
（電光表示器等の静止画表示器）のようなものも使用できる。特に、静止画は立体又は平
面状のものであってもよい。
【００２１】
また、光結像手段１３が透明プラスチック、ガラス等の透明材を主要材料として使用して
いる場合は、空気中から透明材に入光し、透明材から空気中に出光するときに、透明材の
材質に起因する屈折を生じるので、屈折角を考慮してディスプレイ１１の位置を決める。
なお、光結像手段に対するディスプレイの位置はある程度自由であり、レンズ系を用いる
場合のピント合わせは必要でない。
【００２２】
光結像手段１３は、図２に詳細を示すように、一面側を当接又は近接して配置されたそれ
ぞれ厚みがｔ１、ｔ２（例えば、０．１～５ｍｍ）の平板状の第１、第２の光制御パネル
１４、１５を有している。第１、第２の光制御パネル１４、１５内部には、それぞれ一方
側の面に垂直に多数かつ帯状の平面光反射部１８、１９が一定のピッチ（ｐ１、ｐ２）で
多数並べて形成されている。ここで、第１、第２の光制御パネル１４、１５の立設する平
面光反射部１８、１９は平面視して交差して（この実施例では直交状態で）配置されてい
る。
【００２３】
第１、第２の光制御パネル１４、１５は、平面光反射部１８、１９以外の部分は、ガラス
又は透明プラスチック等の透明材から形成されている。この平面光反射部１８、１９は反
射効率のよい金属シート、蒸着金属、中間部に接着剤層を有する金属シート、又は鏡面シ
ートからなって、表裏両面が反射面となっているのが好ましいが、片面のみが反射面とな
っている場合であっても本発明は適用される。なお、光結像手段１３の製造方法について
は、例えば、ＷＯ２００９／１３１１２８Ａ１等に記載されている。また、反射効率の高
い金属には例えばアルミニウム、銀、チタン、ニッケル、クロム等がある。
【００２４】
通常は各平面光反射部１８、１９のピッチｐ１、ｐ２は同一であり、第１、第２の光制御
パネル１４、１５の厚みｔ１、ｔ２は同一であるのが生産効率上好ましいので、以後、平
面光反射部１８、１９のピッチはｐとして、第１、第２の光制御パネル１４、１５の厚み
はｔとして扱う。このような光結像手段１３を平面視すると、図１の部分拡大図に示すよ
うに、平面光反射部１８、１９が交差して多数の正方形の枠を形成する。この場合の一つ
の枠（即ち、一層分の枠）のアスペクト比γ（高さ／幅）は、厚み（ｔ）／ピッチ（ｐ）
となる。アスペクト比γは、１～４．５程度になるが、一つの平面光反射部１８、１９で
複数回反射させてより明るい第１の実像１２を得るには、２．５～４．５（更に詳細には
、３を超え、４．５以下）とするのがよい。
【００２５】
第１、第２の光制御パネル１４、１５の一つの枠の部分で、平面視して交差する第１、第
２の微小反射面２０、２１が形成される。この第１、第２の微小反射面２０、２１は、そ
れぞれ同一平面上に多数立設して配置されている。従って、光結像手段１３の一側に配置
されたディスプレイ１１からの光は、手前側（ディスプレイ１１側）にある第１の光制御
パネル１４の各第１の微小反射面２０で反射し（第１の反射光）、第２の光制御パネル１
５の対応する第２の微小反射面２１で更に反射して（第２の反射光）、光結像手段１３の
他側に第１の実像１２を形成する。この第１の実像１２は空間部に形成され、ディスプレ
イ１１に形成された画像１１ａと同一大きさとなる。なお、入射光及び反射光は一つの枠
の中のみで反射を行う場合の他、一つの枠を飛び越えて反射する場合も含む。
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【００２６】
次に、図１、図３（Ａ）、（Ｂ）を参照しながら、非接触入力装置１０に使用したディス
プレイ１１について説明する。このディスプレイ１１は、基本的には液晶タイプであって
、バックライト２４と、液晶表示部２５と、光センサの一例であるシート状の赤外線セン
サ２６と、表面の透明保護板２８ａとを有している。
バックライト２４は可視光を発光すると共に、赤外光を発光するのが好ましく、この場合
、バックライト２４からの光（一部又は全部）に高周波変調をかけるのが好ましい。バッ
クライト２４に可視光を発光する発光手段Ａと赤外光を発光する発光手段Ｂの両方を別々
に備える場合は、発光手段Ｂのみに高周波変調をかけてもよい。なお、バックライト２４
として、発光ダイオードや蛍光灯を使用できる。また、ディスプレイとして例えば、有機
又は無機のエレクトロルミネセンスを用いることもできる。
【００２７】
ディスプレイ１１の表面に設けられたシート状の赤外線センサ２６は、図３（Ａ）、（Ｂ
）に示すように、多数の赤外線センサ素子（センサ素子の一例）２８が格子状に配列され
、上下に導体線２９、３０が配置されている。赤外線センサ素子２８の裏側には、導電性
又は非導電性の非透光材２７が設けられ、表側からの光のみを赤外線センサ素子２８が検
知するようになっている。なお、２５ａは透明シートを示す。
赤外線センサ素子２８及び導体線２９、３０は透明となって、可視光及び赤外光をよく通
す。この赤外線センサ２６は赤外線にのみ反応し起電力を発生する。なお、赤外線センサ
素子として、可視光及び赤外光に反応するセンサを用い、上部に赤外線のみを通過するフ
ィルタを設けてもよい。赤外線センサ素子及び導体線のいずれか一方又は双方は不透明で
あってもよく、この場合はできる限り面積及び幅を狭くしてディスプレイの開口率を高め
るのがよい。
【００２８】
液晶表示部２５は周知の構造となって、可視光の発光部の一部であるＲ（赤）、Ｇ（緑）
、Ｂ（青）のカラーフィルタが並列に配置され、Ｒ、Ｇ、Ｂカラーフィルタのそれぞれの
直下には液晶セルが配置され、液晶セルによってオンオフ及び輝度調整されるバックライ
ト２４の下部からの光によって、可視光の発光を行うようになっている。従って、この液
晶表示部２５によって、所定の形状（例えば、キーボード等）の画像１１ａが表示される
。
【００２９】
ディスプレイとして、並列にＲ、Ｇ、Ｂ（又はその他の色）の発光ダイオードを用いた構
造のものにも本発明は適用できる。Ｒ、Ｇ、Ｂの発光ダイオードと赤外線センサを並べて
一つのブロックとし、ディスプレイがこのブロックを平面状に並べたものであってもよい
。
ここで、光として可視光を使用し、可視光の光センサを使用する場合は、平面状に並べた
各ブロックの上に、赤外線遮断シートを設けてもよい。
【００３０】
ディスプレイから十分な強さの赤外線を発することができない場合は、光結像手段１３の
他側に、ディスプレイ１１の画像１１ａの第１の実像１２が形成される範囲の全部を照ら
す赤外線の照明器３２を配置することもできる。この照明器３２からの光（赤外線）にフ
ード（リフレクタ）が設けられ、赤外線センサ２６及び光結像手段１３には入光しない構
造としている。この照明器３２からの光は、高周波変調を行って自然光と区別している。
当然のことながら、高周波変調された赤外線を赤外線センサが受光して信号処理をする場
合は、その制御回路に、赤外線センサ素子２８で入光する光（電気信号に変換される）の
うち特定の周波数（高周波）のみを信号として入力する電気的なフィルタ回路を備えてい
る。
【００３１】
続いて、非接触入力装置１０を用いた非接触入力方法について説明する。
図１に示すように、光結像手段１３を所定位置に配置し、その一側にディスプレイ１１を
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配置する。このディスプレイ１１には例えば、タッチパネルの画像１１ａが表示され、例
えば、切り換えスイッチ等によって任意の画像に変えることができる。ディスプレイ１１
は発光するので、その光が光結像手段１３を通過することによって、光結像手段１３を中
心とする対称位置に、ディスプレイ１１に形成される画像１１ａの第１の実像１２が再生
される。
【００３２】
この場合、第１の実像１２は空間に形成され、ディスプレイ１１の位置を変えても第１の
実像１２がぼけることなく、鮮明な画像が再生される。この第１の実像１２に指示手段の
一例である指３４が触れると、指３４にディスプレイ１１からの光（赤外線）が照射され
、指３４からの反射光（指３４の画像）が光結像手段１３を介してディスプレイ１１上に
第２の実像３５として結像する。なお、ｒ１～ｒ４は指３４からの反射光を示す。
この第２の実像３５は鮮明な画像となるので、その位置を赤外線センサ２６によって光学
的に検知する。これによって、指３４が第１の実像１２のどの部分を押したかを鮮明に認
識できる。この第２の実像３５はディスプレイ１１の位置に関係なく鮮明な画像となる。
また、図１において、θは指示手段（指３４）と第２の実像３５が光結像手段１３に対し
て対称であることを示す。なお、ここで、ディスプレイ１１からの光に一定以上の光度を
有する赤外線を発しない場合は、赤外線の照明器３２を使用することが好ましい。
第２の実像３５の位置は、シート状（平面状）の赤外線センサ２６のどの赤外線センサ素
子２８に受光があったかを検知し、検知したデータの画像処理を行って認知する。
【００３３】
以上の実施例においては、実像を検知する光として目視できない赤外線を使用したが、可
視光であっても本発明は適用される。この場合、可視光に高周波変調をかけることによっ
て、外乱光と区別できる。ここで、光センサを可視光センサとして、Ｒ、Ｇ、Ｂの発光部
のブロックに組み込むこともできる。
この場合の各センサ素子の裏面には遮光部材を設け、ディスプレイの表側からの光のみを
検知するのが好ましい。センサ素子及びこれに連結される導体線は透明であるのが好まし
いが、非透光であっても本発明は適用される。また、赤外光を使用しない場合は、通常の
液晶パネルでもよいが、所定の色を発光する発光ダイオード群を用いてもよい。
【００３４】
本発明は以上の実施例に限定されず、例えば、ディスプレイの画像はカラー画像ではなく
白黒画像であってもよい。
また、本発明においてディスプレイには、単に画像を表示するものだけでなく、照光又は
透光された実物像等も含まれる。即ち、ディスプレイとして、通常の看板のように透光性
の部材（平面部材、曲面部材）を使用する場合は、各センサ素子の裏側には遮光部材を設
けるのがよいし、センサ素子に表側からの光（可視光又は赤外光）のみを検知するものを
使用してもよい。
以上に説明した各構成要素を組み合わせて、非接触入力装置を形成する場合も本発明は適
用される。
また、センサシートはディスプレイとは分離可能、又は接合構造のものでもよい。
【産業上の利用可能性】
【００３５】
本発明に係る非接触入力装置及び方法（再生画像の指示位置を非接触で検知する装置及び
方法）は、各種機械の操作盤に利用すると、操作ボタンを有する操作盤（例えば、キーボ
ード、タッチパネル）の再生画像を空間に表示させ、再生画像の操作ボタンを押すと入力
信号を得ることができる。従って、本発明に係る非接触入力装置及び方法は、工場の機械
の操作盤だけでなく、携帯電話、パソコン、自動車、船等のタッチパネルにも最適に使用
できる。
【符号の説明】
【００３６】
１０：非接触入力装置、１１：ディスプレイ、１１ａ：画像、１２：第１の実像、１３：
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光結像手段、１４：第１の光制御パネル、１５：第２の光制御パネル、１８、１９：平面
光反射部、２０：第１の微小反射面、２１：第２の微小反射面、２４：バックライト、２
５：液晶表示部、２５ａ：透明シート、２６：赤外線センサ、２７：非透光材、２８：赤
外線センサ素子、２８ａ：透明保護板、２９、３０：導体線、３２：照明器、３４：指、
３５：第２の実像
【要約】
平面視して交差する第１、第２の微小反射面２０、２１がそれぞれ同一平面上に多数立設
して配置された光結像手段１３と、光結像手段１３の一側に設けられたディスプレイ１１
とを有し、ディスプレイ１１の画像１１ａを光結像手段１３の他側に第１の実像１２とし
て形成し、第１の実像１２に触れた指示手段３４の画像位置を光学的に検知する非接触入
力装置１０において、ディスプレイ１１の表面に、表側からの光のみを検知するセンサ素
子２８が並んで設けられた光センサ２６を有し、指示手段３４からの反射光を光結像手段
１３を介してディスプレイ１１上に第２の実像３５として形成し、第２の実像３５の位置
を光センサ２６で検知する。

【図１】 【図２】
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